
広
島
県
収
用
委
員
会
文
書
等
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
六
日 

広
島
県
収
用
委
員
会
会
長 

野 

曽 

原 
 

悦 
 

子 
 

広
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号 

広
島
県
収
用
委
員
会
文
書
等
取
扱
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

広
島
県
収
用
委
員
会
（
以
下
「
収
用
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
文
書
等
の
取
扱
い

に
関
し
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
「
文
書
等
」
と
は
、
収
用
委
員
会
の
委
員
及
び
予
備
委
員
並
び
に

収
用
委
員
会
事
務
を
所
掌
す
る
職
員
（
以
下
「
収
用
委
員
会
委
員
等
」
と
い
う
。
）
が
職
務
上
作

成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
、
写
真
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
を

い
う
。
た
だ
し
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
発
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。 

 

（
文
書
等
の
収
受
及
び
取
扱
い
） 

第
三
条 

収
用
委
員
会
に
文
書
等
が
到
着
し
た
と
き
は
、
土
木
建
築
総
務
課
法
務
監
理
担
当
監
（
以

下
「
法
務
監
理
担
当
監
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
文
書
等
に
別
記
様
式
一
号
に
定
め
る
文
書
収
受

印
を
押
印
の
上
、
土
地
収
用
事
件
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
収
用
事
件
の
事
件
番

号
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
務
監
理
担
当
監
は
、
到
着
し
た
文
書
等
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
、
自
ら
処
理
す
る
も
の
に
あ

っ
て
は
処
理
す
る
前
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
事
務
担
当
者
に
交
付
す
る
前
に
、
収
用
委

員
会
会
長
の
閲
覧
及
び
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
文
書
等
の
施
行
） 

第
四
条 

決
裁
を
要
す
る
文
書
等
の
う
ち
、
収
用
委
員
会
の
議
決
を
要
す
る
文
書
等
及
び
広
島
県
収

用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
三
十
年
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
各
号
に
該
当
す
る
文
書

等
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
議
決
又
は
専
決
処
分
を
受
け
た
の
ち
、
当
該
文
書
等
の
決
裁
文
書
に
そ

の
旨
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
文
書
等
の
記
号
及
び
番
号
） 

第
五
条 

収
用
委
員
会
が
発
出
す
る
文
書
等
に
は
、
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
付
す
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



一 

部
内
者
に
対
す
る
文
書
等 

二 
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
よ
う
に
様
式
が
定
め
ら
れ
て
い
る
文
書

等 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
書
等
の
文
書
記
号
及
び
文
書
番
号
を
付
す
必
要
が
な
い

と
法
務
監
理
担
当
監
が
認
め
た
文
書
等 

２ 

前
項
の
文
書
記
号
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

個
々
の
土
地
収
用
事
件
に
関
連
し
て
発
出
す
る
文
書
等 

「
広
収
」
と
す
る
。 

二 

前
号
以
外
の
文
書
等 

「
広
収
委
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
文
書
番
号
は
、
文
書
記
号
の
後
に
付
す
も
の
と
し
、
そ
の
番
号
は
次
の
各
号
の
と
お

り
と
す
る
。 

 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
文
書
等 

 
 

 

土
地
収
用
事
件
ご
と
に
別
途
定
め
る
事
件
番
号
を
付
し
、
そ
の
末
尾
に
枝
番
と
し
て
土
地
収

用
事
件
ご
と
に
一
連
番
号
を
付
す
も
の
と
す
る
。 

 

二 

前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
文
書
等 

 
 

 

会
計
年
度
に
よ
る
一
連
番
号
と
す
る
。 

 

（
規
則
等
の
記
号
及
び
番
号
） 

第
六
条 

収
用
委
員
会
の
規
則
、
告
示
及
び
訓
令
に
は
、
「
規
則
」
、
「
告
示
」
又
は
「
訓
令
」
の

文
字
の
上
に
「
広
島
県
収
用
委
員
会
」
の
文
字
を
付
し
、
暦
年
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
す
も
の
と

す
る
。 

 

（
職
員
以
外
の
者
の
文
書
等
の
閲
覧
） 

第
七
条 

文
書
等
は
、
広
島
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
、
広
島
県
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
そ
の
他
法
令
等
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
収
用
委
員
会
委
員
等
以
外
の

者
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
転
写
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
用
委
員
会
の
運
営
に
必
要
で
あ

り
、
か
つ
、
明
ら
か
に
第
三
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
で
、
収
用
委
員
会
会

長
の
許
可
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
文
書
等
の
庁
外
持
ち
出
し
） 

第
八
条 

文
書
等
は
、
庁
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
務
監
理
担
当
監
が
、
収
用

委
員
会
会
議
そ
の
他
収
用
委
員
会
事
務
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
雑
則
） 



第
九
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
収
用
委
員
会
に
お
け
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
広
島
県
文
書
等
取
扱
規
則
（
平
成
十
三
年
広
島
県
規
則
第
三
十
一
号
）
、
広
島
県
文
書

等
取
扱
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
、
公
用
文
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年

広
島
県
訓
令
第
一
号
）
そ
の
他
の
規
則
等
の
例
に
よ
る
。 

   
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



別記様式第一号（第３条関係） 


